
令和元年度第 1 回浜松市社会福祉審議会障害福祉専門分科会会議録 

１ 開 催 日 時 

令和元年６月１８日 午後２時１５分から午後２時５０分まで

２ 開 催 場 所   

浜松市役所 本館６階 ６１会議室 

３ 出 席 状 況   

委  員 佐々木正和（聖隷クリストファー大学 助教） 

高橋浩万（特定非営利活動法人浜松地区精神保健福祉会 明生会 副理事長）

      二橋眞洲男（特定非営利活動法人浜松市身体障害者福祉協議会 会長） 

野寄秀明（一般社団法人浜松市薬剤師会 副会長） 

藤木るみ子（浜松市浜松手をつなぐ育成会 副会長） 

     村上祐介（一般社団法人浜松市歯科医師会 理事） 

事 務 局 【障害保健福祉課】 

田中課長、鈴木精神保健福祉担当課長、久保田課長補佐、橋本Ｇ長、 

杉浦Ｇ長、柴田 G 長、仲井Ｇ長、金原Ｇ長、松下Ｇ長、岩崎主任 

【更生相談所】 

高山所長 

【精神保健福祉センター】 

鈴木副所長  

欠席委員 里あゆ子（特定非営利活動法人浜松地区肢体不自由児親の会 理事長）

峯田周幸（国立大学法人浜松医科大学 教授）

４ 傍 聴 者

１人（報道１人） 

５ 議 事 内 容

１ 開会 

２ 専門分科会長の互選 

３ 会長あいさつ 

４ 会長職務代理者の指名 

５ 議事 

  浜松市の障害保健福祉事業の概要及び平成 31 年度新規事業等について 

（１）平成 31 年度の障害保健福祉課の予算概要について 

公開・非公開の別
■公 開 □部分公開

□非公開



（２）障害者施設通所支援事業について 

（３）障害者相談支援事業所の再編について 

（４）就学前障害児の利用者負担無償化について 

６その他 

 ７閉会 

６ 会議録作成者

障害保健福祉課政策調整グループ 岩崎 

７ 記 録 の 方 法

発言者の要点記録、録音有 

８ 会 議 記 録 

１ 開会 

   障害保健福祉課長あいさつ 

２ 専門分科会長の互選 

   委員の互選により高橋浩万委員を会長とする 

３ 会長あいさつ 

４ 会長職務代理者の選出について 

   高橋会長の指名により村上祐介委員を会長職務代理者とする 

５ 議事 

浜松市の障害保健福祉事業の概要及び平成 31 年度新規事業等について 

（１）平成 31 年度の障害保健福祉課の予算概要について 

（２）障害者施設通所支援事業について 

（３）障害者相談支援事業所の再編について 

（４）就学前障害児の利用者負担無償化について 

事務局‥‥資料に基づき説明 

質問・意見 

（野寄委員） 

（３）の障害者相談支援事業所の再編について、15 箇所を６箇所

に再編するということだが、区の再編とリンクしているのか。 

（事務局） 

 区の再編とはリンクしていない。 

障害者の相談の圏域を中区、東区、北区、西区と南区、浜北区と天

竜区の５圏域に分け、発達医療総合福祉センター内にある相談支援事



業所シグナルについては、医療と連携した市内全域を担当する相談支

援事業所として残る形となる。この再編により、１事業所に４人から

７人の相談員の配置が可能となる。 

（二橋委員） 

 相談業務は複数の相談員で対応すべきであり、相談する立場から考

えても再編は行われるべきだと思う。組織をつくり、件数を挙げるだ

けでなく、どのような対応となったか結果を知りたい。 

（事務局） 

 相談支援事業所を集約することで、複数人による相談支援、訪問相

談などが実施できる体制を整える。そして、今までは１事業者で３障

害に対応することが難しい状況もあったが、４人から７人のノウハウ

を持った人員の配置により、３障害に対応可能な体制をとることがで

きるほか、事業所内での人材育成も図ることができる。 

 地域包括圏域をベースに幾つか合わせて、１つの圏域とすること

で、コミュニティーソーシャルワーカーや、地域包括支援センターと

の連携など、重層的な対応を目指していく。 

（村上職務代理者） 

 障害者施設通所支援事業の関連であるが、バスのローカル路線が廃

止され、代替え案が出されていることが新聞報道されている。廃止路

線の沿線に住む人への対応等は把握しているか。 

（事務局） 

地域交通計画については把握していない。 

障害者施設通所支援事業は公共交通機関の利用が前提となるため、

影響が出るようなら考えていきたい。 

     （高橋会長） 

障害者施設通所支援事業の対象者は手帳所持者のみであるが、精神

に障がいのある人の中には、手帳を持ちたくないという人がいる。 

相談支援事業所には委託と計画があり、呼び名を分けた方が分かり

やすいと思う。 

（事務局） 

手帳を所持することで、国や民間の様々なサービスを受けることが

できる。手帳の取得を推進していくべきだと考える。 

相談支援事業所は公的な名称であるが、ご意見を参考にさせていた

だく。 

（藤森委員） 

情報連携システムの構築について、情報管理の対策はどうなるか。

（事務局） 

個人情報となるため、セキュリティーには万全を期す。 



６ その他 

 連絡事項 

７ 閉会 


